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杉並区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

 

上記の議案を提出する。 
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（提案理由） 

教育委員会事務局の組織機構改正に伴い、規定を整備する必要がある。 

 

 

 



杉並区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則

杉並区教育委員会事務局処務規則（昭和５４年杉並区教育委員会規則第１８号）

の一部を次のように改正する。

「学校ＩＣＴ環境整備担当係長 「教職員係
第２条の表庶務課の項中 を に

教職員係 」 学校ＩＣＴ係」

改め、同表教育人事企画課の項を次のように改める。

教育人事・指導課

教育人事係

人事企画担当係長

学校問題対応支援係

「 「保健給食係
第２条の表学務課の項中 保健給食係 を に改める。

」 学校給食費担当係長」

第３条第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項中「特別支援教育課」を「教

育人事・指導課及び特別支援教育課」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１

０項の次に次の１項を加える。

１１ 教育人事・指導課に統括指導主事を置く。

第４条第１１項を同条第１２項とし、同条第１０項中「専門的職務」を「専門的

な職務」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「特別支援教育課」を

「教育人事・指導課及び特別支援教育課」に、「専門的職務」を「専門的な職務」

に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項の次に次の１項を加える。

９ 統括指導主事は、上司の命を受け、指導主事を統括し、教育人事・指導課の事

務に係る学校教育に関する専門的な職務に従事する。

第５条の表庶務課の部学校ＩＣＴ環境整備担当係長の項を削り、同部に次のよう

に加える。

学校ＩＣＴ係

(１) 区立学校の情報通信技術に係る計画及び調整等に関すること。

(２) 区立学校の情報セキュリティに関すること。

(３) 区立学校の情報システムに係る整備及び維持管理に関すること。

(４) 区立学校校務基盤システムの再構築に関すること。



(５) 区立学校におけるＩＣＴ活用に係る計画及び調整に関すること。

第５条の表教育人事企画課の部中「教育人事企画課」を「教育人事・指導課」に

改め、同部教育人事係の項第１号中「（学校教育職員を除く。）」を削り、同項中

第２号から第４号までを削り、第５号を第２号とし、第６号を第３号とし、同項第

７号中「担当係長」を「係等」に改め、同号を同項第４号とし、同部人事企画担当

係長の項第１号中「学校教育の施策」を「学校教育職員及び幼稚園教育職員（以下

「学校教育職員等」という。）の人事制度」に、「、立案」を「及び立案」に改め、

同項第２号中「学校教育職員」を「学校教育職員等」に改め、同部に次のように加

える。

学校問題対応支援係

(１) 区立学校における安全指導及び生活指導に関すること。

(２) 区立学校における課題解決支援に関すること。

(３) 教育ＳＡＴ事業に関すること。

(４) いじめ問題に関すること。

第５条の表学務課の部保健給食係の項の次に次のように加える。

学校給食費担当係長

(１) 学校給食費の収納及び管理に関すること。

第５条の表学務課の部公会計化準備担当係長の項第１号中「学校給食費等」を

「学校徴収金」に改める。

別表第１教育政策担当部長の項を削る。

別表第２学校ＩＣＴ担当課長の項中「学校ＩＣＴ環境整備担当係長」を「学校Ｉ

ＣＴ係」に改める。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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杉並区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

第２条 事務局の組織は次のとおりとする。 第２条 事務局の組織は次のとおりとする。 

庶務課 庶務課 

庶務係 庶務係 

法規担当係長 法規担当係長 

計画担当係長 計画担当係長 

経理係 経理係 

 学校ＩＣＴ環境整備担当係長 

教職員係 教職員係 

学校ＩＣＴ係  

教育人事・指導課 教育人事企画課 

教育人事係 教育人事係 

人事企画担当係長 人事企画担当係長 

学校問題対応支援係  

学務課 学務課 

学事係 学事係 

就学奨励担当係長 就学奨励担当係長 

保健給食係 保健給食係 

学校給食費担当係長  

公会計化準備担当係長 公会計化準備担当係長 

児童健康支援担当係長 児童健康支援担当係長 

（次長、課長等の職） （次長、課長等の職） 

第３条 略 第３条 事務局に次長（以下「事務局次長」という。）を置く。 

２～10 略 ２～10 略 

11 教育人事・指導課に統括指導主事を置く。  

12 教育人事・指導課及び特別支援教育課に指導主事を置く。 11 特別支援教育課          に指導主事を置く。 

13 略 12 略 

（職員の職責） （職員の職責） 

第４条 略 第４条 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

９ 統括指導主事は、上司の命を受け、指導主事を統括し、教育人事・指導課  
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の事務に係る学校教育に関する専門的な職務に従事する。 

10 指導主事は、上司の命を受け、教育人事・指導課及び特別支援教育課の事

務に係る学校教育に関する専門的な職務に従事する。 

９ 指導主事は、上司の命を受け、特別支援教育課          の事

務に係る学校教育に関する専門的職務 に従事する。 

11 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育事業の総合政策に関する事務

及び社会教育に係る専門的な職務に従事する。 

10 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育事業の総合政策に関する事務

及び社会教育に係る専門的職務 に従事する。 

12 略 11 略 

（各課、係等の分掌事務） （各課、係等の分掌事務） 

第５条 事務局の各課、係等の分掌事務は、次のとおりとする。 第５条 事務局の各課、係等の分掌事務は、次のとおりとする。 

庶務課 庶務課 

庶務係 略 庶務係 略 

法規担当係長 略 法規担当係長 略 

計画担当係長 略 計画担当係長 略 

経理係 略 経理係 略 

 学校ＩＣＴ環境整備担当係長 

 (１) 区立学校の情報通信技術に係る計画及び調整等に関すること。 

 (２) 区立学校の情報セキュリティに関すること。 

 (３) 区立学校の情報システムに係る整備及び維持管理に関すること。 

 (４) 区立学校校務基盤システムの再構築に関すること。 

教職員係 略 教職員係 略 

学校ＩＣＴ係  

(１) 区立学校の情報通信技術に係る計画及び調整等に関すること。  

(２) 区立学校の情報セキュリティに関すること。  

(３) 区立学校の情報システムに係る整備及び維持管理に関すること。  

(４) 区立学校校務基盤システムの再構築に関すること。  

(５) 区立学校におけるＩＣＴ活用に係る計画及び調整に関すること。  

教育人事・指導課 教育人事企画課 

教育人事係 教育人事係 

(１) 教職員            及び指導主事の身分取扱いに関

すること。 

(１) 教職員（学校教育職員を除く。）及び指導主事の身分取扱いに関

すること。 

 (２) 学校教育職員の任免その他の人事に関すること（他の係等に属す

るものを除く。）。 

 (３) 区立学校に置く主任等の発令及び報告に関すること。 

 (４) 学校司書、補助教員等の採用、配置及び育成に関すること。 



資 料 

3/4  

新 旧 

(２) 略 (５) 略 

(３) 略 (６) 略 

(４) 課内他の係等  に属さないこと。 (７) 課内他の担当係長に属さないこと。 

人事企画担当係長 人事企画担当係長 

(１) 学校教育職員及び幼稚園教育職員（以下「学校教育職員等」とい

う。）の人事制度の企画及び立案に関すること。 

(１) 学校教育の施策                       

        の企画、立案 に関すること。 

(２) 学校教育職員等の任免その他の人事に関すること。 (２) 学校教育職員 の任免その他の人事に関すること。 

(３) 略 (３) 略 

学校問題対応支援係  

(１) 区立学校における安全指導及び生活指導に関すること。  

(２) 区立学校における課題解決支援に関すること。  

(３) 教育ＳＡＴ事業に関すること。  

(４) いじめ問題に関すること。  

学務課 学務課 

学事係 略 学事係 略 

就学奨励担当係長 略 就学奨励担当係長 略 

保健給食係 略 保健給食係 略 

学校給食費担当係長  

(１) 学校給食費の収納及び管理に関すること。  

公会計化準備担当係長 公会計化準備担当係長 

(１) 学校徴収金 の公会計化に係る検討及び調整に関すること。 (１) 学校給食費等の公会計化に係る検討及び調整に関すること。 

児童健康支援担当係長 略 児童健康支援担当係長 略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

 名称 担当事務   名称 担当事務  

     教育政策担当部長 教育人事企画課、杉並区立済美教育セン

ター及び杉並区立就学前教育支援セン

ターが所掌する事務 

 

 学校整備・支援担当部長 学校整備課及び学校支援課が所掌する

事務 

  学校整備・支援担当部長 学校整備課及び学校支援課が所掌する

事務 

 

 生涯学習担当部長 生涯学習推進課及び杉並区立中央図書

館が所掌する事務 

  生涯学習担当部長 生涯学習推進課及び杉並区立中央図書

館が所掌する事務 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 名称 担当事務   名称 担当事務  
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 学校ＩＣＴ担当課長 学校ＩＣＴ係       が所掌する事務   学校ＩＣＴ担当課長 学校ＩＣＴ環境整備担当係長が所掌する事務  
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